
 

4.1　作業計画の作成　　　　 

   

４ 　作業計画の作成、実施の届出 
  

４.１ 　作業計画の作成 

関係規程：法第18条の14　／　法施行規則第16条の４　／　国マニュアル「２.２.４.⑴」、「４.４.１～４.４.２」 

 

　特定工事の元請業者（又は自主施工者）は、特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成す

る必要があります。 

また、作成した作業計画は当該作業を行う全ての作業者に周知されなければならず、作業は作業

計画に従って行う必要があります。 

 

 　  

 

対象作業 全ての特定粉じん排出等作業※１ 

作成時期 特定粉じん排出等作業の開始前まで 

作業計画 

の内容 

●特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

●特定工事の場所 

●特定粉じん排出等作業の種類 

●特定粉じん排出等作業の実施の期間 

●特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並び

にその使用箇所及び使用面積 

●特定粉じん排出等作業の方法 

●特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 

●特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要※２ 

●特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

●下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名

及び連絡場所 
 

※１　レベル１～２建材に係る特定粉じん排出等作業の場合は、特定粉じん排出等作業実施届出書

（本マニュアル４.２参照）を作成することで作業計画を作成したこととなります。 

※２　具体的には、隔離養生の方法、アスベスト含有建材の湿潤化の方法、除去等の方法、清掃の

方法、廃棄物の処理の方法などが考えられます。 
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作業計画（例） 

 

※　本様式は本マニュアル表紙のURL先からダウンロードできます。  
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4.1　作業計画の作成　　　　 

  
その他、次の資料などを添付します。 

●アスベスト含有建材の使用箇所を示した図面　　●建築物等の配置図　　●付近状況 

●作業工程の概要（例：隔離養生の方法、アスベスト含有建材の湿潤化・除去の方法等） 

 

 

関係資料一式（例） 
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